
平成˜Ÿ年˜™月™�日 火曜日 第›› ™号官 報
生
年
月
日
：
1965年

７
月
30日
ま
た
は
1965年

９
月
30日

出
生
地
：
F
e
z
,
M
o
ro
c
c
o

国
籍
：

æ
モ
ロ
ッ
コ

ç
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

旅
券
番
号
：
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
旅
券
9817619（

2009年
12月

14日
失
効
）

Ｉ
Ｄ
番
号
：
不
明

住
所
：

æ
S
to
rv
re
tsv
a
g
e
n
9
2
,
7
T
R
.
C
/O
D
rio
u
a
,
1
4
2
3
1
S
k
o
g
a
s,
S
w
e
d
e
n

ç
J
u
n
g
fru
n
s
G
a
ta
4
1
3
;

P
o
sta
l
a
d
d
re
ss
B
o
x
3
0
2
7
1
3
6
0
3
H
a
n
in
g
e
,
S
w
e
d
e
n

è
D
o
b
e
ln
sg
a
ta
n
9
7
,
7
T
R
C
/O

L
A
M
R
A
B
E
T
,
1
1
3
5
2
S
to
c
k
h
o
lm
,
S
w
e
d
e
n

é
T
ro
d
h
e
im
sg
a
ta
n
6
,
1
6
4
3
2
K
ista
,
S
w
e
d
e
n

国
連
制
裁
委
員
会
に
よ
る
指
定
日
：
2006年

12月
７
日

そ
の
他
の
情
報
：
不
明

微
生
物
限
度

微
生
物
限
度
試
験
法
に
よ
り
試
験
を
行
う
と
き
，
本
品
１

O
に
つ
き
，
細
菌
数
は

5¶
000以

下
で
，
真
菌
（
か
び

及
び
酵
母
）
数
は
500以

下
で
あ
る
。
ま
た
，
下
記
の
試
験
を
行
う
と
き
，
大
腸
菌
群
は
認
め
な
い
。

本
品
１

O
を
量
り
，
乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
培
地
又
は
Ｂ
Ｇ
Ｌ
Ｂ
培
地
を
加
え
て

100
Y
と
す
る
。
試
料
の
性
質
に
よ
っ

て
は
，
規
定
さ
れ
た
量
よ
り
も
大
量
の
液
体
培
地
で
分
散
さ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
必
要
に
応
じ
て
p
H
６
～
８

に
調
整
後
，
30～

35℃
で
24～

72時
間
培
養
す
る
。
増
殖
が
観
察
さ
れ
た
場
合
は
，
培
養
液
を
軽
く
振
っ
た
後
，
白

金
耳
等
で
と
り
，
マ
ッ
コ
ン
キ
ー
寒
天
培
地
上
に
塗
抹
し
，
30～

35℃
で
18～

24時
間
培
養
す
る
。
周
囲
に
赤
味
が

か
っ
た
沈
降
線
の
帯
を
持
つ
ピ
ン
ク
～
赤
色
の
グ
ラ
ム
陰
性
菌
の
集
落
が
検
出
さ
れ
な
い
場
合
は
，
大
腸
菌
群
陰
性

と
判
定
す
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
六
百
九
十
号

千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
の
一
部
は
、
同
条
約
の

第
五
十
八
条
]
の
規
定
に
従
い
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
、
同
修
正
は
、平
成
十
八
年
十
月
十
二
日
に
効
力
を
生
じ
た
。

（
平
成
十
八
年
十
一
月
三
日
付
け
世
界
知
的
所
有
権
機
関
事
務
局
長
回
章
）

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

手
数
料
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

手
数
料
表

手

数

料

額

一

国
際
出
願
手
数
料
（
15•2
）

千
四
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
に
三
十
枚
を
超
え
る
用
紙
毎
に

十
五
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
を
加
え
た
額

二

取
扱
手
数
料
（
57•2
）

二
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

減
額

三

実
施
細
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
の
形
式
の
国
際
出
願
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
際
出
願
手

数
料
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
を
減
額
す
る
。

æ

紙
形
式
の
国
際
出
願
に
、
文
字
コ
ー
ド
形
式
で
願

書
及
び
要
約
の
記
述
の
電
子
形
式
の
写
し
を
添
付
し

た
場
合

百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

ç

電
子
形
式
の
国
際
出
願
で
、
願
書
が
文
字
コ
ー
ド

形
式
で
は
な
い
場
合

百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

è

電
子
形
式
の
国
際
出
願
で
、
願
書
が
文
字
コ
ー
ド

形
式
で
あ
る
場
合

二
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

é

電
子
形
式
の
国
際
出
願
で
、
願
書
、
明
細
書
、
請

求
の
範
囲
及
び
要
約
の
記
述
が
文
字
コ
ー
ド
形
式
で

あ
る
場
合

三
百
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン

四

国
際
出
願
が
次
の
者
に
よ
つ
て
さ
れ
た
場
合
に
、
国
際
出
願
手
数
料
（
三
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同

規
定
に
基
づ
き
減
額
さ
れ
る
も
の
）
及
び
取
扱
手
数
料
は
、
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
額
さ
れ
る
。

æ

一
人
当
た
り
の
国
民
所
得
が
三
千
合
衆
国
ド
ル
（
千
九
百
九
十
五
年
、
千
九
百
九
十
六
年
及
び
千
九
百
九
十
七

年
に
支
払
う
べ
き
分
担
金
の
分
担
率
を
決
定
す
る
た
め
に
国
際
連
合
が
使
用
す
る
一
人
当
た
り
の
国
民
所
得
額
を

平
均
し
た
も
の
）
を
下
回
る
国
の
国
民
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
国
に
住
所
を
有
す
る
自
然
人
で
あ
る
出
願
人

ç

自
然
人
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
国
際
連
合
に
よ
つ
て
後
発
開
発
途
上
国
の
等
級
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た

国
の
国
民
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
国
に
住
所
を
有
す
る
出
願
人

た
だ
し
、
出
願
人
が
二
人
以
上
の
と
き
は
、
す
べ
て
の
出
願
人
が
上
記
æ
又
は
ç
に
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇
文
部
科
学
省
告
示
第
百
五
十
三
号

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）

第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係

る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

文
部
科
学
大
臣

伊
吹

文
明

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
号
」
を
「
第
三
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
百
六
十
二
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
、
添
加
物
等

の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

第
２

添
加
物
の
部
Ｄ

成
分
規
格
・
保
存
基
準
各
条
の
項
ア
ル
ギ
ン
酸
の
目
の
次
に
次
の
三
目
を
加
え
る
。

ア
ル
ギ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

A
m
m
o
n
iu
m
A
lg
in
a
te

A
m
m
o
n
iu
m
A
lg
in
a
te〔

9005
`
34
`
９
〕

含
量
本
品
を
乾
燥
し
た
も
の
は
，
ア
ル
ギ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
88•

7～
103•

6％
を
含
む
。

性
状
本
品
は
，
白
～
淡
黄
褐
色
の
繊
維
状
，
粒
状
，
又
は
粉
末
で
あ
る
。

確
認
試
験

\
本
品

0•
5
O
に
水

50
Y
を
か
く
拌
し
な
が
ら
加
え
た
後
，

60～
70℃

で
時
々
振
り
混
ぜ
な
が
ら

20分
間
加
温
し
て
均
等
な
液
と
し
，
冷
後
，
こ
れ
を
検
液
と
す
る
。

ü
検
液
５

Y
に
塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム
溶
液
（
３
→
40）
１

Y
を
加
え
る
と
き
，
直
ち
に
ゼ
リ
ー
状
の
沈
殿
を
生
じ

る
。

@
検
液
１

Y
に
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
飽
和
溶
液
１

Y
を
加
え
る
と
き
，
沈
殿
を
生
じ
な
い
。

]
本
品
は
，
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
塩
の
反
応
を
呈
す
る
。

純
度
試
験

\
水
不
溶
物

2•
0％
以
下
（
乾
燥
物
換
算
）

本
品
約
２

O
を
精
密
に
量
り
，

2¶
000Y

の
三
角
フ
ラ
ス
コ
に
入
れ
，
水

800Y
を
加
え
，
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

試
液
で
中
和
し
，
更
に
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
試
液
３

Y
を
加
え
る
。
過
酸
化
水
素
40Y
を
加
え
，
三
角
フ
ラ
ス
コ

の
口
を
覆
い
，
か
く
拌
し
な
が
ら
１
時
間
沸
騰
さ
せ
る
。
ガ
ラ
ス
繊
維
ろ
紙
と
と
も
に
，
あ
ら
か
じ
め

105℃
の

乾
燥
機
に
約
１
時
間
入
れ
た
後
，
デ
シ
ケ
ー
タ
ー
中
で
冷
却
し
，
質
量
を
精
密
に
量
っ
た
ろ
過
器
で
吸
引
ろ
過
す

る
。
液
の
粘
度
が
高
い
た
め
に
ろ
過
が
遅
い
と
き
は
，
粘
度
が
ろ
過
で
き
る
よ
う
に
低
く
な
る
ま
で
再
度
沸
騰
さ

せ
る
。
ろ
過
器
を
十
分
熱
湯
で
洗
い
，
105℃

で
１
時
間
乾
燥
し
，
そ
の
質
量
を
精
密
に
量
る
。

]
鉛

5•
0
c
g／

O
以
下
（
2•
0O
，
第
１
法
）

^
ヒ
素

A
s
２
O
３ と
し
て
4•
0
c
g／

O
以
下
（
0•
50O
，
第
３
法
，
装
置
Ｂ
）

乾
燥
減
量

15•
0％
以
下
（
105℃

，
４
時
間
）

強
熱
残
分

7•
0％
以
下
（
３

O
，
800℃

，
15分
間
，
乾
燥
物
換
算
）

�


		2006-12-25T14:42:19+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




